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＜記載例＞   

＊ この記載例は、代理人が書面で受託者の変更による企業価値担保権の移転の登記を申請

する場合のものです。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

※受付シールを貼るスペースになりますので、 

この部分には何も記載しないでください。 

 

 

 

      登 記 申 請 書 

 

企業価値担保権設定者の表示（注１） 
 

商   号  株式会社○○○○ 
    

本   店  ○○県○○市○○町○丁目○番○号 
 
登記の目的  ○番企業価値担保権移転（注２） 
 
原   因  令和○年○月○日受託者変更 
 
権 利 者  ○○県○○市○○町○丁目○番○号 

株式会社○○信託銀行    
                 （会社法人等番号 １２３４－５６－７８９０１１）  

代表取締役 ○ ○ ○ ○（注３） 
 
義 務 者  ○○県○○市○○町○丁目○番○号 

株式会社○○信託銀行  
（会社法人等番号 １２３４－５６－７８９０１２） 
代表取締役 ○ ○ ○ ○  印（注４） 

 
添付情報 

登記済証（注５） 印鑑証明書（注６） 登記原因証明情報（注７） 
会社法人等番号 代理権限証明情報（注８） 

登記済証を提供することができない理由（注９） 
  □不交付 □滅失・紛失 □管理支障 □取引円滑障害 □その他（    ） 
□登記所に印鑑を提出しています。（注１０） 
□登記済証の交付を希望しません。（注１１） 
 
令和○年○月○日申請 ○○ 法務局（又は地方法務局）○○支局（又は出張所） 
 
代 理 人  ○○県○○市○○町○丁目○番○号（注１２） 

○ ○ ○ ○ 印  
                  連絡先の電話番号００－００００－００００（注１３） 
 
登録免許税  金６，０００円（注１４） 



 - 2 - 

 
＜解説及び注意事項等＞ 
 
（注１）  企業価値担保権を設定した者の名称及び本店の所在場所を記載します。 

 
（注２） 順位番号（○番）を記載します。記載する順位番号は企業価値担保権

区の順位番号（登記済証、登記事項証明書等により御確認ください。）
です。 

 
（注３） 登記権利者として、変更後の受託者の本店の所在場所、名称、会社法

人等番号及び代表者の氏名を記載します。 
 
（注４） 登記義務者として、変更前の受託者の本店の所在場所、名称、会社法

人等番号及び代表者の氏名を記載します。 
また、登記済証を提出できない場合は、印鑑証明書と同じ印を押す必

要があります。 
 
（注５） 変更前受託者の登記済証の原本を添付します。なお、登記済証は登記

完了後返却します。 
 
（注６） 登記済証を提供することができない場合は、変更前受託者が申請書に

押印した印鑑に関する印鑑証明書（作成後３か月以内のもの）を添付し
ます。 

 
（注７） 登記原因証明情報（登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに

基づき現に権利変動が生じたことを証する情報）を添付します。本事例
の場合は、事業性融資の推進等に関する法律第６８条に規定する契約書
の謄本がこれに当たります。 

 
（注８） 登記申請に関する委任状（代理人の権限を証する情報）です。 
 
（注９） 登記済証を提供することができない場合は、その理由の□にチェック

をします。なお、登記済証を提供することができない場合は、様式の添
付情報欄には、「登記済証」を書かないでください。 

 
（注１０）登記済証を提出できない場合に、登記所に印鑑を提出していれば、□

にチェックをします。 
 
（注１１）企業価値担保権者となる申請人が登記済証の交付を希望しない場合に

は、□にチェックをします。 
     
（注１２）この記載例は、代理人が申請をする場合の記載です。登記の申請の委

任を受けた代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であると
きはその代表者の氏名を記載します。この記載は、委任状の記載と一致
している必要があります。 

 
（注１３）申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に、登記所の担当者か

ら連絡するための連絡先の電話番号（平日の日中に連絡を受けることが
できるもの。携帯電話の電話番号でも差し支えありません。）を記載し
てください。 

 
（注１４）登録免許税額を記載します。なお、登録免許税を現金納付する場合は
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その領収書を貼り付けた用紙を、収入印紙で納付する場合には収入印紙
（割印や消印はしないでください。）を貼り付けた用紙を、申請書と一
括してつづり、申請人又はその代理人がつづり目に必ず契印をしてくだ
さい（申請人が２人以上いる場合は、そのうちの１人が契印することで
差し支えありません。）。 

 


